
 

 葛飾区立公園条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

  令和８年６月22日 

 

                      葛飾区長 

 

葛飾区条例第29号 

 

 

 

   葛飾区立公園条例の一部を改正する条例 

 葛飾区立公園条例（昭和33年葛飾区条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第５条の２の表渋江公園の項を削る。 

別表第１に次のように加える。 

中川かわまち左岸公園 〃 新宿六丁目１番地先 

   付 則 

この条例は、令和８年７月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定は、葛飾区

規則で定める日から施行する。 

 


